
要
旨
願
文
は
神
仏
に
宛
て
ら
れ
た
文
書
で
あ
り
、
妄
語
を
恐
れ
る
心
性
か
ら
、
そ
の
内
容
は
世
俗
化
し
た
現
代
と
は
異
な
り
信
葱
性
が
高

い
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
注
目
し
て
み
る
と
、
解
決
済
み
と
さ
れ
た
り
、
見
過
ご
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
、
願
文
は
な
お
有
力
な
証
拠
を
提

供
し
て
い
る
と
見
倣
な
さ
れ
る
。
そ
の
例
証
を
大
江
匡
房
の
家
族
関
係
に
つ
い
て
試
み
る
。

大
江
氏
系
図
弁
証
ｌ
大
江
匡
房
の
周
辺
Ｉ

山
崎
誠
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正
続
「
群
書
類
従
」
に
は
「
大
江
氏
系
図
」
四
種
が
収
め
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
、
例
え
ば
か
の
頼
豪
を
匡
房
の
弟
と
す
る
等
の
錯
誤
に

（
注
一
）

満
ち
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た
未
翻
刻
で
あ
る
が
「
大
江
系
図
」
（
東
大
史
料
編
墓
所
本
）
に
は
匡
房
の
姉
の
名
前
を
「
鵜
舟
」
と
し
、
養

子
有
元
に
「
賦
詩
作
文
妙
絶
、
時
人
称
二
耆
老
之
儒
《
朝
廷
皆
謂
二
之
今
孔
丘
一
云
々
」
の
注
を
加
え
る
。
こ
れ
ら
が
何
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
の
か
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
「
尊
卑
分
脈
」
や
「
大
江
氏
系
図
」
に
匡
房
の
舂
属
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
情
報
は
、
余
り
正
確
と

は
言
え
な
い
も
の
も
打
ち
混
じ
り
史
料
批
判
が
必
要
で
あ
る
。

「
大
江
氏
系
図
」
の
史
料
批
判
で
有
力
な
材
料
を
提
供
す
る
の
は
「
江
都
督
納
言
願
文
集
」
で
あ
る
。
同
書
に
は
、
匡
房
の
家
族
関
係

を
窺
う
上
で
の
格
好
の
史
料
と
な
る
願
文
群
が
多
数
存
在
す
る
。
願
文
は
謂
わ
ば
神
仏
に
宛
て
ら
れ
た
文
書
だ
け
に
、
そ
の
内
容
は
妄
語

戒
に
担
保
さ
れ
て
信
瀝
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
（
数
字
は
巻
数
と
作
品
番
号
）
。

・
生
母
［
宮
内
大
輔
橘
孝
親
女
］
関
係
５
１
８
「
大
江
氏
為
母
五
七
日
」
（
永
長
二
年
十
一
月
十
四
日
）
５
１
岨
「
匡
房
為
悲
母
六

七
日
」
（
永
長
二
年
十
一
月
廿
一
日
）
５
１
別
「
同
調
謂
文
」
④
３
１
略
「
匡
房
為
悲
母
四
十
九
日
」
（
承
徳
元
年
十
一
月
二
十
八

日
）
５
１
別
「
匡
房
姉
為
悲
母
四
十
九
日
」
（
承
徳
元
年
十
一
月
廿
八
日
）
３
１
船
「
匡
房
為
先
批
周
忌
願
文
」
（
承
徳
二
年
十
月

・
外
祖
父
［
橘
孝
親
］
関
係
⑧
５
１
妬
「
江
帥
母
堂
為
先
考
作
善
」

・
姉
［
母
橘
孝
親
女
］
関
係
３
１
岨
「
同
為
阿
姉
尼
作
善
」

・
妻
［
紀
伊
守
藤
原
重
経
（
紀
伊
入
道
素
意
）
女
］
関
係
◎
６
１
１
「
美
作
守
匡
房
為
亡
室
」
６
１
２
「
同
人
為
亡
室
（
四
周
忌
）

・
生
母

七
日
」

日
）

九
日
）

は
じ
め
に
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⑧
の
５
１
妬
は
目
録
題
に
「
江
帥
母
堂
為
先
考
作
善
」
と
あ
る
通
り
、
寛
治
二
年
（
一
○
八
八
）
六
月
、
匡
房
が
母
堂
に
な
り
代
わ
っ

（
注
二
）

て
、
外
祖
父
橘
孝
親
の
遠
忌
追
善
の
た
め
に
草
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
橘
氏
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
孝
親
は
橘
内
成
男
従
四
位
下
越
中
守
と

あ
る
が
、
終
官
で
あ
る
任
越
中
守
の
こ
と
は
、
「
国
司
補
任
』
（
宮
崎
康
充
編
一
九
九
九
年
）
に
「
御
堂
関
白
記
紙
背
文
書
」
（
応
徳
三

年
正
月
）
近
代
民
部
少
輔
受
領
例
に
「
前
守
橘
孝
親
」
と
見
え
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
永
承
五
年
五
月
ま
で
は
生
存
が
確
め
ら
れ
る
史
料

が
存
す
る
の
で
、
こ
の
遠
忌
を
州
回
忌
を
指
す
と
考
え
れ
ば
、
孝
親
の
没
年
を
ほ
ぼ
康
平
元
年
（
一
○
五
八
）
頃
と
推
定
す
る
こ
と
が
で

（
注
三
）

き
る
。
匡
房
が
十
八
歳
で
対
策
に
及
第
す
る
年
で
あ
る
。

（
注
四
）

孝
親
の
閲
歴
は
出
自
生
没
年
を
含
め
不
明
な
点
が
多
く
、
豊
か
と
は
言
え
ぬ
事
績
を
年
譜
風
に
掲
げ
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

長
和
三
年
（
一
○
一
四
）
十
二
月
廿
六
日
、
外
記
孝
親
座
主
補
任
に
奉
仕
（
小
右
記
）
。

長
和
四
年
、
道
長
五
十
賀
に
外
記
孝
親
奉
仕
（
「
師
通
記
」
、
寛
治
五
年
（
一
○
九
一
）
十
二
月
十
七
日
記
所
引
「
左
経
記
」
）
。

寛
仁
三
年
（
一
○
一
九
）
六
月
十
日
、
孝
親
天
文
習
学
の
宣
旨
を
蒙
る
。

寛
仁
四
年
十
一
月
十
七
日
、
少
内
記
孝
親
、
同
閨
十
二
月
舟
日
、
内
記
孝
親
勅
答
を
作
る
（
左
経
記
）
。

万
寿
二
年
（
一
○
二
五
）
三
月
二
十
三
日
、
出
雲
守
赴
任
〈
兼
大
内
記
〉
。

・
子
息
［
隆
兼
］
関
係
３
１
別
・
躯
「
同
為
亡
息
〈
二
通
〉
」

小
槁
で
は
④
。
⑧
。
◎
の
三
篇
の
願
文
を
糸
口
に
し
て
大
江
氏
系
図
を
批
判
し
、
匡
房
の
周
辺
人
物
の
事
績
を
解
明
し
て
み
た
い
。

作
善
」

外
祖
父
橘
孝
親
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匡
房
は
外
祖
父
の
孝
親
の
こ
と
を
「
江
談
抄
」
の
中
で
次
の
如
く
回
想
し
て
い
る
。
即
ち
巻
五
に
は
、
「
橘
孝
親
父
〈
名
可
尋
〉
求
可

為
師
匠
之
者
、
祈
請
其
先
祖
建
学
館
院
之
者
〈
名
可
尋
〉
」
と
あ
り
学
館
院
を
創
設
し
た
氏
公
の
末
喬
で
あ
る
と
の
誇
持
が
あ
っ
た
ら
し

い
。
匡
房
も
橘
氏
の
流
れ
を
汲
む
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

向
が
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

＊
「
行
成
詩
稿
」
万
寿
四
年
九
月
重
陽
詩
の
「
大
内
記
橘
□
□
」
は
孝
親
（
桃
祐
行
「
行
成
詩
稿
に
就
い
て
」
「
耆
品
』
開
）
。

＊
小
野
僧
正
請
雨
行
法
賀
雨
詩
に
「
柱
下
（
内
記
の
こ
と
）
小
臣
須
早
記
」
と
あ
る
。

長
元
元
年
（
一
○
二
八
）
七
月
廿
五
日
、
「
改
元
赦
文
」
執
筆
（
改
元
部
類
記
）
。

同
二
年
七
月
一
日
、
前
出
雲
国
守
（
小
右
記
）
。

＊
同
四
年
十
一
月
十
九
日
「
後
一
条
天
皇
朔
旦
冬
至
大
赦
詔
」
執
筆
。

＊
同
七
年
五
月
関
白
左
大
臣
頼
通
家
法
華
三
十
講
作
文
「
月
是
為
松
花
」
。

長
暦
三
年
（
一
○
三
九
）
閨
十
二
月
二
十
日
、
大
内
記
兼
文
章
博
士
（
春
記
）
。

長
暦
四
年
十
月
廿
二
日
、
文
章
博
士
と
し
て
改
元
年
号
勘
申
、
同
十
二
月
二
十
一
日
、
大
内
記
を
辞
す
（
春
記
）
。

長
久
二
年
（
一
○
四
二
）
三
月
廿
七
日
、
能
登
守
を
辞
し
藤
原
定
成
に
讓
る
（
春
記
）
。

＊
永
承
五
年
（
一
○
五
○
）
五
月
十
八
日
「
北
野
廟
供
養
仏
経
願
文
」
従
四
位
下
行
宮
内
大
輔
。

祖
父
挙
周
と
外
祖
父
孝
親
の
文
章
博
士
の
在
任
期
間
は
、
各
一
○
二
五
～
三
二
年
、
一
○
三
九
～
四
二
年
と
重
な
る
こ
と
は
無
か
っ
た

が
、
相
前
後
し
て
文
章
博
士
で
あ
っ
た
。
「
春
記
」
長
久
元
年
（
一
○
四
○
）
九
月
八
日
条
に
「
昨
日
可
勘
申
年
号
之
博
士
等
、
奏
事
由

先
申
執
柄
、
仰
右
大
臣
已
了
、
挙
周
朝
臣
、
義
忠
朝
臣
、
孝
親
、
〈
文
章
博
士
今
一
人
閾
也
、
〉
玉
体
今
夜
頗
発
御
云
々
」
と
あ
り
、
年
号

勘
申
な
ど
で
ほ
ぼ
活
躍
時
期
を
同
じ
く
し
、
詩
友
で
も
あ
っ
た
。
江
橘
両
家
は
通
婚
圏
に
あ
り
、
匡
房
の
両
親
の
婚
姻
に
は
親
同
士
の
意
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仏
道
に
関
わ
っ
て
は
「
木
朝
文
集
」
に
「
北
野
廟
供
養
仏
経
願
文
」
な
ど
が
見
え
、
「
江
談
抄
」
に
は
「
白
氏
文
集
」
が
大
乗
経
の
下
、

小
乗
経
の
上
に
入
る
と
い
う
説
を
信
じ
て
仮
初
め
に
も
そ
の
反
古
で
湊
を
か
む
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
逸
話
が
あ
り
（
「
文
集
中
有
他

作
事
」
）
、
「
内
に
は
仏
法
に
帰
す
」
に
関
わ
っ
て
、
「
江
談
抄
」
に
は
、
「
美
州
間
し
之
、
被
し
談
云
、
橘
孝
親
作
、
内
秘
菩
薩
行
詩
云
、
「
潔

清
丹
地
珠
長
琢
、
十
四
秋
天
月
暫
陰
」
之
句
、
上
七
字
不
レ
似
下
七
字
、
明
衡
云
、
試
求
レ
之
未
レ
得
云
々
。
而
先
年
都
督
被
レ
案
云
、
上
九

何
無
し
此
哉
云
々
・
価
問
其
句
、
被
修
答
云
、
「
清
涼
夏
水
蓮
猶
終
」
、
此
如
何
云
々
・
僕
申
云
、
然
則
似
斉
名
詩
歎
。
件
詩
云
、
「
眼
蓮
豈

養
清
涼
水
、
面
月
留
十
五
天
」
之
句
、
彼
詩
若
為
避
此
句
、
強
求
上
句
歎
。
価
有
二
甘
心
之
気
一
歎
」
と
い
う
詩
話
を
記
録
し
て
い
る
。

「
法
華
経
」
五
百
弟
子
品
の
経
句
に
基
づ
く
詩
題
と
願
文
の
句
の
類
似
は
、
こ
の
詩
が
孝
親
の
代
表
作
と
し
て
人
口
に
膳
炎
し
て
い
た
こ

と
を
灰
め
か
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
執
れ
に
し
る
孝
親
は
年
若
い
匡
房
に
父
成
衡
と
は
違
う
文
人
と
し
て
の
影
響
を
与
え
た
と
見

ら
れ
る
。

④
３
１
冊
「
匡
房
為
悲
母
四
十
九
日
」
は
匡
房
の
亡
母
、
橘
孝
親
女
の
満
中
陰
の
追
善
願
文
で
あ
る
（
永
長
二
年
〈
’
○
九
七
〉
十
月

九
日
没
）
。
匡
房
の
亡
母
の
追
善
関
連
の
願
文
は
、
以
下
の
通
り
願
文
集
の
巻
三
と
巻
五
の
両
巻
に
亘
っ
て
六
首
収
め
ら
れ
て
い
る
（
編

本
願
文
の
「
外
嗜
二
風
月
《
内
帰
二
仏
法
一
」
は
そ
の
為
人
を
熟
知
し
た
匡
房
な
ら
で
は
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
即
ち
そ
の
詩
文
の
才
に
つ

い
て
は
、
川
口
久
雄
氏
が
「
故
工
部
橘
郎
中
詩
巻
」
（
橘
正
通
の
別
集
）
を
孝
親
の
別
集
と
み
て
い
る
の
は
誤
認
で
あ
る
が
、
「
日
本
詩
紀
」
・

「
中
右
記
部
類
紙
背
漢
詩
」
五
ほ
か
に
詩
篇
（
長
暦
二
年
の
曲
水
宴
に
講
師
を
勤
め
る
）
が
残
さ
れ
る
（
後
藤
昭
雄
『
日
本
詩
紀
拾
遺
』

二
○
○
○
年
）
。

父
成
衡
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④
３
１
略
匡
房
為
悲
母
四
十
九
日
（
承
徳
元
年
十
一
月
二
十
八
日
）

⑤
５
１
別
匡
房
姉
為
悲
母
四
十
九
日
（
承
徳
元
年
十
一
月
廿
八
日
）

⑥
３
１
邪
匡
房
為
先
批
周
忌
願
文
（
承
徳
二
年
十
月
九
日
）

②
の
六
七
日
の
追
善
願
文
に
よ
れ
ば
、
大
江
成
衡
の
死
後
廿
八
年
間
尼
と
し
て
過
ご
し
（
通
常
周
關
が
終
わ
り
剃
髪
す
る
）
、
八
十
三

歳
の
天
寿
を
全
う
し
た
ら
し
い
（
「
剃
二
花
髪
一
而
廿
八
年
、
練
行
風
芳
」
「
八
十
三
年
之
冬
景
、
縦
含
二
恨
於
少
雪
之
時
一
」
）
。
逆
算
す
る
と
、

長
和
四
年
〈
一
○
一
五
〉
の
生
ま
れ
、
成
衡
と
の
死
別
は
延
久
元
年
〈
一
○
六
九
〉
の
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
れ
は
成
衡
の
伝
記
解
明
の
上

で
も
確
か
な
手
懸
か
り
と
な
る
（
「
朝
野
群
載
」
康
平
六
年
十
一
月
八
日
の
日
付
の
あ
る
対
策
文
評
定
來
名
に
彼
の
名
が
あ
る
）
。

匡
房
は
本
願
文
に
見
る
如
く
、
こ
の
年
五
十
七
歳
で
あ
り
、
母
子
の
年
齢
差
は
廿
七
歳
と
な
る
。
匡
房
に
は
二
歳
年
長
の
同
腹
の
姉

〈
真
偽
は
と
も
か
く
も
系
図
に
は
「
鵜
舟
」
と
い
う
名
を
記
す
〉
が
あ
り
、
①
と
⑤
の
願
主
は
こ
の
姉
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
成
衡
と
孝
親

女
の
結
婚
は
長
暦
三
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
。

一
方
、
父
大
江
成
衡
の
生
年
は
明
ら
か
で
な
い
。
閲
歴
も
不
明
で
大
学
頭
・
信
濃
守
に
任
じ
、
従
四
上
に
叙
さ
れ
た
こ
と
が
系
図
に
よ

っ
て
判
明
す
る
く
ら
い
で
あ
る
。
祖
父
挙
周
が
永
承
元
年
（
一
○
四
六
）
六
月
に
没
し
て
い
る
の
で
（
「
続
本
朝
往
生
伝
」
に
よ
る
）
、
挙

周
が
五
位
蔵
人
に
補
さ
れ
た
寛
弘
三
年
（
一
○
○
六
）
に
成
衡
が
生
ま
れ
た
と
す
れ
ば
（
「
平
安
人
名
辞
典
」
で
も
長
保
二
年
以
後
の
出

生
と
す
る
）
、
匡
房
の
生
ま
れ
た
長
久
二
年
（
一
○
四
一
）
に
は
三
十
五
歳
く
ら
い
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
当
時
と
し
て
は
両
親

蟇
の
杜
撰
さ
が
露
呈
し
て
い
る
）
。

③
５
１
別
同
調
謂
文

①
５
１
８
大
江
氏
為
母
五
七
日
（
永
長
二
年
十
一
月
十
四
日
）

②
５
１
岨
匡
房
為
悲
母
六
七
日
（
永
長
二
年
十
一
月
廿
一
日
）
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未
し
成
し
人
、
父
母
已
衰
扇
、
凡
人
貴
逹
日
、
多
在
二
長
大
時
《
欲
し
報
親
不
し
侍
、
孝
心
無
し
所
し
施
、
哀
哉
三
牲
養
、
少
し
得
し
及
二
庭
閨
《
惜

哉
萬
鍾
粟
、
多
三
用
飽
二
妻
兒
《
誰
能
正
二
婚
禮
《
侍
レ
君
張
二
國
維
《
庶
使
下
孝
子
心
、
皆
無
中
風
樹
悲
上
」
で
あ
り
、
晩
婚
の
風
を
改
め
る
こ

と
を
諭
し
た
も
の
で
、
「
秦
中
吟
」
の
議
婚
に
連
な
る
主
題
を
持
つ
作
品
で
あ
る
。
願
文
に
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
両
親
の
成
婚

時
の
年
齢
関
係
も
ほ
ぼ
こ
の
白
詩
の
通
り
と
な
り
、
詩
の
内
容
は
或
る
程
度
匡
房
の
実
感
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る

（
白
楽
天
の
伝
記
と
自
ら
の
生
涯
を
重
ね
合
わ
せ
る
の
は
当
時
の
文
人
貴
族
達
の
思
考
様
式
）
。
つ
ま
り
願
文
の
表
現
の
生
成
に
は
明
ら
か

に
前
記
の
白
詩
が
踏
ま
え
て
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
成
衡
の
没
年
を
正
確
に
は
明
ら
か
に
な
し
得
な
い
な
が
ら
、
槁
者
の
推
定
の
如
く
一
○
○
六
年
前
後
の
出
生
と
す
れ

一
ば
、
匡
房
が
二
十
九
歳
の
延
久
元
年
ま
で
は
存
命
で
、
六
十
四
歳
前
後
で
没
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

即
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
匡
房
は
父
の
追
憶
を
語
る
こ
と
が
希
で
あ
る
が
、
神
田
本
「
江
談
抄
」
に
は
、
有
名
な
「
又
被
し
命
云
、
亡
考
者

の鴎
道
心
者
也
。
毎
日
念
調
読
経
敢
以
不
し
慨
。
錐
し
然
自
ハ
不
し
然
・
彼
道
心
之
堅
固
事
非
二
他
事
↓
吉
々
有
二
其
仮
一
歎
。
又
者
頗
可
レ
謂
一
信
者
↓

加
常
一
頸
紙
不
レ
差
認
水
干
ノ
如
二
法
師
衣
一
ナ
ル
ニ
、
結
紐
一
テ
五
十
許
ツ
ラ
ヌ
キ
タ
ル
珠
数
ヲ
持
ァ
、
不
し
論
精
進
不
精
進
《
錐
し
食
章
腫
《
以
二
先
聖
先
師

鮎
助
給
へ
↑
云
《
為
二
其
口
実
↓
或
又
常
披
二
累
代
之
文
聿
貝
修
二
理
其
朽
損
《
皆
悉
捺
レ
印
重
し
之
無
し
極
。
或
人
問
云
、
何
故
如
レ
此
ナ
ル
ト
問
、
弊

弁細
身
ハ
江
家
／
文
預
也
ト
ソ
被
し
命
ケ
ル
云
々
」
が
あ
り
、
「
水
言
抄
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
逸
話
が
あ
る
。

氏江

又
平
家
自
二
往
昔
一
、
累
代
伝
二
相
し
人
之
事
一
。
又
惟
仲
中
納
言
、
其
母
讃
岐
国
人
也
。
珍
材
為
二
讃
岐
介
一
之
時
、
所
し
生
子
也
。
而
去

大

任
之
後
尋
来
。
珍
材
召
入
相
し
之
云
々
。
汝
必
至
二
大
納
言
一
歎
・
但
依
二
實
心
一
頗
有
二
其
妨
↓
可
レ
慎
レ
之
也
云
々
・
後
果
至
二
中
納

と
も
晩
婚
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
は
願
文
の
表
現
の
中
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。

即
ち
こ
の
願
文
に
「
白
氏
文
集
」
を
踏
ま
え
た
「
往
日
三
牲
之
養
、
少
及
二
庭
閨
一
」
の
修
辞
が
あ
る
が
、
原
詩
（
「
白
氏
長
慶
集
」
巻

二
調
哺
・
贈
友
五
首
）
は
「
三
十
男
有
レ
室
、
二
十
女
有
し
歸
、
近
代
多
二
離
凱
《
婚
姻
多
過
し
期
、
嫁
嬰
既
不
早
、
生
育
常
苦
遅
、
兒
女
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匡
房
は
承
保
四
年
（
一
○
七
七
）
四
月
十
七
日
、
三
十
七
歳
の
時
の
妻
を
喪
っ
て
い
る
。
◎
６
１
１
「
美
作
守
匡
房
為
亡
室
」
願
文
は

そ
の
満
中
陰
の
供
養
願
文
、
次
の
６
１
２
は
四
周
忌
の
願
文
で
あ
る
。
匡
房
の
妻
と
し
て
は
、
隆
兼
の
母
と
な
る
女
性
が
知
ら
れ
て
い
る
。

藤
原
重
経
（
紀
伊
入
道
素
意
）
女
で
あ
る
。
従
来
の
伝
記
研
究
に
よ
れ
ば
、
本
願
文
で
出
産
を
控
え
て
死
亡
す
る
妻
は
、
そ
の
内
容
の
分

析
か
ら
「
上
達
部
の
家
柄
の
出
自
で
あ
る
夫
人
は
、
妊
娠
し
て
い
た
が
病
ん
で
落
飾
出
家
、
つ
い
で
十
七
日
に
あ
え
な
く
み
ま
か
つ
た
。

願
文
は
子
の
こ
と
に
ふ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
つ
い
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
が
三
十
七
歳
だ
か
ら
、
三
十
前
後
で
あ
つ

（
注
六
）

た
か
と
思
わ
れ
る
」
（
川
口
久
雄
『
大
江
匡
房
』
一
九
六
八
年
）
と
叙
さ
れ
る
に
止
ま
り
、
こ
の
重
経
女
と
は
別
人
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
よ
り

以
下
や
や
奇
矯
と
も
受
け
取
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
本
願
文
の
亡
室
を
隆
兼
の
弟
（
維
順
、
本
名
匡
時
）
を
産
ん
だ
後
、
死
亡
し
た

重
経
女
と
推
定
し
た
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

言
《
為
二
太
宰
帥
毛
件
時
、
宇
佐
宮
第
三
宝
殿
付
し
封
也
。
依
一
件
事
一
被
し
停
レ
任
也
。
是
往
年
先
親
所
一
伝
語
一
也
云
々
。

こ
の
平
惟
仲
が
宇
佐
の
宝
殿
に
封
を
し
て
、
神
人
に
訴
え
ら
れ
た
事
件
は
「
石
清
水
文
書
」
に
よ
れ
ば
長
保
四
年
（
一
○
○
三
）
八
月

十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
成
衡
未
生
以
前
の
出
来
事
で
あ
る
。
匡
房
の
宇
佐
信
仰
と
関
わ
っ
て
興
味
深
い
が
、
成
衡
の
直
接
体
験
で

は
な
く
、
幼
少
の
剛
、
匡
衡
（
長
和
元
年
〈
一
○
一
二
〉
没
）
あ
た
り
か
ら
聞
き
及
ん
だ
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
匡
房
は
明
示
し
な
い

が
、
成
衡
を
通
じ
て
匡
衡
の
活
躍
し
た
旧
時
代
の
多
く
の
物
語
を
聴
い
て
い
る
よ
う
だ
。

願
文
集
に
成
衡
の
為
の
願
文
が
存
し
な
い
の
は
、
生
母
の
方
が
長
命
で
あ
る
こ
と
も
一
因
で
あ
る
が
、
上
来
述
べ
た
ご
と
く
、
父
が
比

（
注
五
）

較
的
早
く
世
を
去
っ
て
い
た
こ
と
が
そ
の
一
因
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

岳
父
藤
原
重
経
と
息
男
維
順
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実
子
隆
兼
の
没
年
は
匡
房
六
十
二
歳
の
康
和
四
年
（
二
○
二
）
で
あ
り
、
享
年
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
水
左
記
」
の
承
暦

四
年
（
一
○
八
○
）
正
月
十
二
日
条
「
被
し
仰
下
補
二
蔵
人
一
之
由
心
図
書
助
源
家
賢
〈
高
房
朝
臣
男
、
〉
前
文
章
得
業
生
大
江
隆
兼
〈
匡
房

朝
臣
男
、
〉
等
也
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
既
に
二
十
代
後
半
に
達
し
て
い
る
。
従
っ
て
康
平
年
間
（
一
○
五
八
～
六
四
）
の
間
の
出
生
と

な
る
。
匡
房
と
重
経
女
と
の
結
婚
も
ほ
ぼ
そ
の
頃
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

願
文
に
よ
れ
ば
そ
の
妻
は
①
「
出
二
自
累
葉
槐
鰊
之
地
一
、
長
二
干
繁
華
清
英
之
家
一
」
と
あ
っ
て
公
卿
の
家
柄
に
生
ま
れ
た
女
性
で
あ
る
。

消
極
的
な
理
由
で
あ
る
が
、
重
経
の
実
父
は
正
二
位
兵
部
卿
（
太
宰
帥
）
重
尹
（
懐
忠
息
）
で
あ
り
、
こ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る

（
「
槐
鰊
」
は
当
時
の
用
法
か
ら
公
卿
の
意
と
解
さ
れ
、
敢
え
て
「
槐
」
の
血
筋
の
穿
鑿
に
は
及
ぶ
ま
い
し
、
匡
房
は
所
詮
諸
大
夫
階
層
な

（
注
七
）

の
で
、
治
部
卿
藤
原
経
任
の
如
く
好
意
を
寄
せ
る
支
援
者
も
あ
っ
た
が
、
槐
門
の
家
柄
が
通
婚
圏
で
あ
る
と
は
考
え
難
い
）
。

②
と
し
て
「
松
茂
栢
悦
之
契
、
纒
盈
二
暮
年
式
桑
弧
蓬
矢
之
期
、
漸
待
二
旬
月
一
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
表
現
は
源
師
時
の
６
１
６

「
源
中
将
為
亡
室
周
忌
願
文
」
の
「
亡
室
藤
原
氏
、
出
二
月
卿
之
貴
種
《
受
二
夏
姫
之
麗
華
圭
婦
節
不
し
楡
、
離
し
知
し
有
二
松
茂
栢
悦
之
貞
《

｜
子
葉
遅
レ
生
、
唯
歎
レ
無
一
桑
弧
蓬
矢
之
慶
一
」
な
ど
の
類
似
表
現
が
あ
り
、
出
産
を
控
え
た
契
り
も
濃
や
か
な
妻
が
、
慌
た
だ
し
く
死
去
し

剛
た
も
の
と
も
読
め
る
（
当
時
よ
く
あ
っ
た
胞
衣
が
出
な
い
な
ど
の
事
故
に
よ
っ
て
、
或
い
は
高
齢
出
産
の
た
め
）
。
注
意
し
た
い
の
は
、

の鴎
恐
ら
く
月
は
満
ち
て
い
た
の
で
、
生
ま
れ
児
は
（
「
礼
記
」
に
基
づ
く
文
飾
で
な
い
と
す
れ
ば
）
男
子
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
、
育

旭
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
（
源
師
時
の
場
合
に
は
終
に
子
供
そ
の
も
の
に
恵
ま
れ
ず
、
妻
と
死
別
し
た
の
で
あ
る
）
。

証
「
繧
盈
暮
年
」
は
検
討
の
必
要
な
箇
所
で
「
篠
」
の
義
、
語
構
成
の
上
か
ら
み
る
と
、
「
暮
年
」
は
「
碁
年
」
（
碁
は
期
の
別
体
）
の
誤

弁

（
注
八
）

細
写
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
六
地
蔵
寺
本
・
歴
博
本
と
も
に
「
暮
年
」
に
作
り
、
前
者
に
は
「
ホ
」
の
訓
が
あ
る
。
字
義
通
り

服
に
考
え
る
な
ら
ば
、
「
年
来
妹
背
の
契
り
を
結
ん
で
や
っ
と
暮
年
に
さ
し
か
か
っ
た
ば
か
り
」
の
意
と
な
ろ
う
（
重
経
女
が
十
八
歳
で
隆

大

兼
を
生
ん
だ
と
想
定
し
て
、
こ
の
時
州
三
～
七
歳
）
。
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③
に
は
「
弟
子
、
身
非
二
荘
生
《
不
し
能
二
叩
し
盆
而
歌
↓
材
異
二
曾
子
《
共
隔
二
合
蜑
之
義
一
」
と
あ
っ
て
、
前
対
は
「
荘
子
」
至
楽
の
故

事
、
後
対
は
「
顔
氏
家
訓
」
後
嬰
の
「
曾
参
婦
死
、
謂
一
其
子
一
日
、
吾
不
Ｌ
及
二
吉
甫
《
汝
不
レ
及
二
伯
苛
王
一
」
や
「
孝
子
伝
」
の
「
妻
死

不
二
更
求
痘
妻
。
有
人
謂
レ
参
日
、
婦
死
已
久
、
何
不
し
更
レ
姿
。
曾
子
日
、
昔
吉
甫
用
二
後
婦
之
言
《
喪
二
其
孝
子
毛
吾
非
二
吉
甫
↓
豈
更
嬰

也
」
な
ど
で
有
名
な
「
終
身
不
妻
」
故
事
を
踏
ま
え
る
。
こ
れ
が
単
な
る
悼
亡
の
文
学
的
修
辞
に
終
わ
ら
ず
、
匡
房
の
後
半
生
を
も
拘
束

（
注
九
）

す
る
仏
に
対
す
る
誓
言
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
故
事
に
倣
っ
て
、
後
妻
を
要
ら
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
は
「
子
孫
カ
ワ
ロ
ク
」

と
さ
れ
る
こ
と
の
最
大
の
要
因
で
も
あ
ろ
う
。
匡
房
は
維
順
の
器
量
を
見
抜
き
、
後
に
見
る
よ
う
に
血
統
に
よ
ら
ず
養
子
と
い
う
制
度
で

（
注
一
○
）

家
業
Ⅱ
家
職
を
相
続
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
。

隆
兼
の
追
善
願
文
、
３
，
躯
の
「
弥
陀
法
花
者
、
在
室
家
之
丹
誠
。
豈
非
二
夢
後
之
精
勤
一
乎
」
（
康
和
五
年
）
に
つ
い
て
川
口
氏
が

「
法
華
経
は
生
母
の
書
写
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
失
考
。
室
家
は
妻
の
意
で
あ
る
か
ら
、
経
供
養
者
は
隆
兼
の
妻
淡
路

守
頼
成
女
で
あ
り
、
隆
兼
の
生
母
は
こ
の
時
点
で
既
に
死
去
し
て
い
て
何
ら
不
都
合
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

推
定
の
如
く
、
仮
に
こ
の
承
保
四
年
の
生
ま
れ
の
男
子
が
あ
り
、
成
人
し
て
系
図
に
残
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
系
図
中

に
見
え
る
維
順
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
き
れ
ま
い
と
思
う
。
匡
房
と
は
三
十
七
歳
の
年
齢
差
が
あ
り
、
第
一
子
隆
兼
と
も
廿
歳
程

度
の
開
き
が
あ
り
、
彼
等
の
間
に
広
房
の
妻
と
な
る
姉
が
あ
る
（
注
一
三
で
触
れ
る
如
く
、
維
順
の
実
年
齢
と
閲
歴
の
間
の
違
和
感
齪
瀧

（
注
二
）

が
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
に
は
後
述
の
維
順
自
身
の
個
人
的
理
由
が
潜
ん
で
い
よ
う
）
。

維
順
に
つ
い
て
も
史
料
に
乏
し
く
多
く
は
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
事
績
を
諸
史
料
か
ら
抽
出
し
て
み
た
（
便
宜
、
臆
測

維
順
の
事
績
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｜
「
中
右
記
」
）
大
江
告

剛
長
治
元
年
（
二

の鴎
同
年
四
月
廿
九
旦
則

畑
天
丞
一
年
（
二

誰
（
中
右
記
・
永
昌
記
）

弁細
天
永
二
年
（
二

舐
永
久
二
年
（
二

大

に
従
っ
て
承
保
四
年
出
生
と
仮
定
し
て
年
齢
を
表
示
し
て
い
る
が
、
〈
〉
は
維
順
が
五
年
後
、
別
の
女
性
が
生
ん
だ
も
の
と
の
仮
想
に

立
ち
、
推
定
し
た
年
齢
を
示
す
。
［
］
内
は
匡
房
・
隆
兼
・
維
順
〈
匡
時
〉
・
広
房
・
有
元
・
匡
周
ら
の
推
定
を
含
む
年
齢
）
。

天
喜
（
一
○
五
八
～
六
二
）
隆
兼
誕
生
１
～
４
？

承
保
四
年
（
一
○
七
七
）
四
月
十
七
日
、
室
家
没
、
維
順
誕
生
１
〈
１
５
〉
［
房
師
隆
別
～
邪
］

嘉
保
元
年
（
一
○
九
四
）
十
二
月
廿
九
日
、
匡
時
給
料
宣
旨
（
中
右
記
）
岨
〈
昭
〉
［
房
別
隆
帥
～
㈹
］

永
長
元
年
（
一
○
九
六
）
十
二
月
廿
六
日
、
江
中
納
言
息
男
二
人
元
服
云
々
（
中
右
記
）
［
順
加
〈
胆
〉
広
朋
？
元
朋
？
周
９
？
］

承
徳
二
年
（
一
○
九
八
）
二
月
三
日
、
有
元
献
策
（
中
右
記
）

康
和
元
年
（
一
○
九
九
）
十
二
月
廿
九
日
、
文
章
得
業
生
大
江
匡
時
〈
給
料
一
〉
（
本
朝
世
紀
・
中
右
記
）

康
和
二
年
（
三
○
二
）
閨
五
月
四
日
、
隆
兼
没
妬
～
咄
［
房
舩
順
邪
〈
別
〉
周
咽
？
］

康
和
五
年
（
二
○
三
）
六
月
三
日
、
今
日
秀
才
大
江
匡
時
献
策
、
問
頭
在
良
朝
臣
［
順
訂
〈
〃
〉
］
（
「
本
朝
続
文
粋
」
「
本
朝
世
紀
」

「
中
右
記
」
）
大
江
広
房
補
六
位
蔵
人
［
別
？
］
大
治
二
年
（
二
二
七
）
四
月
九
日
ま
で
は
生
存
（
「
中
右
記
」
）

長
治
元
年
（
二
○
四
）
、
大
江
維
順
〈
康
和
五
年
冊
、
長
治
元
年
任
也
〉
（
「
除
目
大
成
抄
」
七
課
試
及
第
献
策
者
直
任
式
部
丞
例
）

同
年
四
月
廿
九
日
前
女
御
源
基
子
家
当
年
給
申
文
「
正
六
位
上
行
式
部
少
丞
大
江
朝
臣
匡
時
」
（
「
朝
野
群
載
」
四
朝
儀
上
）

（
注
一
二
）

天
永
二
年
（
二
二
）
十
月
五
日
、
（
忠
通
邸
）
作
文
。
儒
者
在
良
朝
臣
、
敦
光
、
五
位
匡
時
、
行
盛
、
尹
通
…
文
章
生
実
親
、
広
房
…

天
永
二
年
（
二
二
）
十
一
月
五
日
、
匡
房
没
、
［
順
拓
く
別
〉
］

永
久
二
年
（
二
一
八
）
十
二
月
舟
日
、
次
第
二
位
給
料
国
秋
被
補
秀
才
、
〈
越
一
給
料
匡
周
〉
（
中
右
記
）

保
安
元
年
（
二
二
○
）
四
月
九
日
、
以
秀
才
匡
周
補
蔵
人
云
々
、
〈
大
学
助
〉
（
中
右
記
）
［
周
別
？
］

［
周
朋
？
］
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長
承
三
年
（
二
三
四
）
正
月
、
任
阿
波
権
介
、
弾
正
弼
（
「
大
成
抄
第
五
」
）

保
延
三
年
（
二
三
七
）
正
月
五
日
、
匡
周
叙
従
四
位
下
、
〈
策
、
〉
（
中
右
記
）
［
周
蛆
？
］

天
養
元
年
（
二
四
四
）
十
二
月
舟
日
、
維
光
学
問
料
宣
旨
（
兵
範
記
）
藤
原
敦
光
没
一
○
六
三
～

久
安
四
年
（
二
四
八
）
正
月
廿
八
日
、
任
讃
岐
介
、
大
学
頭
（
「
本
朝
世
紀
」
大
学
頭
は
従
五
位
上
相
当
）

仁
平
二
年
（
二
五
二
）
正
月
五
日
、
大
江
維
光
〈
式
部
〉
叙
爵
（
兵
範
記
）

久
寿
元
年
（
二
五
四
）
寮
試
、
こ
の
頃
没
か
開
？
〈
門
〉
（
兵
範
記
）

「
中
右
記
」
の
永
長
元
年
（
一
○
九
六
）
十
二
月
廿
六
日
「
江
中
納
言
息
男
二
人
元
服
」
の
記
事
が
あ
り
（
こ
の
元
服
が
「
元
服
叙
爵
」

を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
「
選
叙
令
」
の
三
位
の
蔭
位
叙
爵
の
規
定
に
よ
り
従
六
位
下
に
叙
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
（
服
藤
早
苗
「
元
服
と
家

の
成
立
過
程
」
『
家
成
立
史
の
研
究
』
〈
一
九
九
一
年
〉
）
。
こ
の
息
男
が
承
保
四
年
に
誕
生
し
た
維
順
と
養
子
有
元
又
は
広
房
で
あ
る
可
能

（
注
一
○
）

性
を
棄
て
き
れ
な
い
（
彼
等
以
外
に
誰
が
考
え
ら
れ
よ
う
か
）
。
維
順
が
匡
房
の
実
子
で
あ
る
こ
と
は
、
「
葉
黄
記
」
宝
治
元
年
（
一
二
四

七
）
四
月
二
十
七
日
条
に
、
文
章
得
業
生
菅
原
在
匡
と
公
長
と
の
間
で
座
次
相
論
が
あ
っ
た
折
り
の
諸
道
勘
文
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
藤
原
経
範
の
勘
文
「
猶
子
事
」
の
一
節
に
「
億
二
猶
子
之
義
弐
和
漢
之
間
、
跳
跡
相
存
、
在
匡
者
、
離
し
似
し
違
二
養
子
之
法
《
猶
以
レ
多
二

先
儒
之
例
一
嗽
、
所
謂
匡
房
卿
挙
二
匡
周
一
、
其
時
嫡
男
散
位
維
順
、
永
範
卿
挙
二
尹
範
《
其
時
嫡
男
大
内
記
光
範
、
（
以
下
略
）
」
と
あ
り
疑

い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
（
勿
論
匡
房
の
実
子
で
あ
る
こ
と
は
隆
兼
と
「
同
胞
」
で
あ
る
こ
と
と
同
義
で
は
な
い
が
、
律
令
的
な
観
念
で

保
安
三
年
（
一
三

天
承
元
年
（
一
三

長
承
二
年
（
二
一

記
）
［
順
研
？
〈
塊
〉
］ ▲一

一

一一

△一1

－ 一

一 一

一 一

、_／、-／、－ノ

菅
原
在
良
没
一
○
四
三
～

十
二
月
、
任
弾
正
弼
、
（
歴
四
年
）
長
承
三
年
正
月
兼
讃
岐
介
（
「
大
間
成
文
抄
」
五
兼
国
弾
正
大
弼
兼
国
例
）

七
月
廿
一
日
、
「
身
儒
第
二
、
年
歯
已
過
五
十
、
而
為
子
申
学
問
料
無
恩
許
、
預
判
多
以
被
超
下
臆
」
（
長
秋
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匡
房
に
と
っ
て
は
家
督
を
相
続
す
る
の
は
隆
兼
で
あ
る
と
期
待
を
懸
け
て
い
た
こ
と
は
、
３
１
〃
「
同
為
亡
息
」
願
文
の
「
累
祖
相
伝

一
之
書
、
収
拾
誰
人
、
愚
父
懲
遣
之
命
、
扶
持
何
輩
」
に
見
る
如
く
、
こ
れ
ま
た
「
白
氏
文
集
」
自
瑚
の
「
五
十
八
翁
方
有
し
後
、
静
思
堪

剛
豈
目
亦
堪
レ
嵯
、
一
珠
甚
少
還
葱
し
妹
、
八
子
錐
レ
多
不
レ
姜
レ
鴉
、
秋
月
晩
生
丹
桂
實
、
春
風
新
長
紫
藺
芽
、
持
レ
盃
祝
願
無
し
他
し
語
、
慎

の鴎
勿
三
頑
愚
似
二
汝
爺
一
」
を
踏
ま
え
る
文
飾
、
３
１
別
の
「
文
殊
師
利
之
後
身
、
遂
遣
惑
畔
之
恥
一
」
か
ら
も
推
定
で
き
る
。
又
先
に
見
た

畑
如
く
自
ら
日
ハ
所
遺
恨
ハ
、
不
歴
蔵
人
頭
一
卜
、
子
孫
カ
ワ
ロ
ク
テ
ャ
ミ
ヌ
ル
ト
ナ
リ
。
家
之
文
書
、
道
之
秘
事
、
皆
以
欲
産
滅
一
也
」

汁
（
「
江
談
抄
」
都
督
自
讃
事
）
と
語
っ
て
も
い
る
。
匡
房
の
没
年
に
は
維
順
は
既
に
二
干
代
半
ば
に
達
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
後
事

弁細
を
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
難
産
で
あ
っ
た
た
め
に
維
順
自
身
も
出
生
時
に
何
ら
か
の
障
碍
を
持
っ
た
と
想
像
す
こ

舐
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
長
い
年
月
が
必
要
と
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
）
。

大

は
「
嫡
妻
之
長
子
」
を
嫡
子
と
い
う
の
で
あ
る
）
。
こ
の
記
事
は
隆
兼
亡
き
後
、
維
順
が
嫡
子
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
匡
房

は
孫
の
匡
周
（
隆
兼
息
）
を
蔭
子
叙
位
に
推
挙
し
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

維
順
が
給
料
学
生
に
な
っ
た
の
は
十
八
才
と
推
定
さ
れ
、
格
別
遅
く
も
な
か
っ
た
が
、
方
略
試
を
経
て
も
得
業
生
↓
文
章
博
士
と
い
う

教
官
の
道
を
選
択
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
匡
房
の
没
後
官
位
の
遅
滞
や
そ
れ
に
伴
う
鯵
屈
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り

（
注
一
三
）

「
長
秋
記
」
の
請
う
「
少
時
依
レ
有
二
無
才
間
一
」
と
関
係
し
よ
う
。
彼
が
預
判
に
も
与
ら
ず
、
子
息
（
維
光
か
）
が
給
料
学
生
の
宣
旨
を
受

け
ら
れ
ず
、
大
学
頭
と
い
う
い
わ
ば
事
務
職
に
甘
ん
じ
て
い
た
の
に
は
、
上
位
に
耆
儒
と
し
て
在
良
と
敦
光
が
長
命
で
い
た
こ
と
に
の
み

理
由
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
こ
の
「
長
秋
記
」
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
原
因
が
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
年
譜
に
も
読

み
取
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
か
（
維
順
が
不
肖
で
あ
る
こ
と
の
証
明
で
あ
っ
て
も
、
誰
を
母
と
し
て
い
る
か
の
証
明
で
な
い
の
で
あ

る
が
）
。
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こ
こ
に
私
見
を
補
強
す
る
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
徳
大
寺
実
定
の
「
林
下
集
」
に
は
一
群
の
悼
亡
哀
傷
歌
が
あ
る
こ
と
は
良
く
知
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
女
性
が
承
安
三
年
（
三
七
三
）
に
没
し
た
師
長
卿
女
で
あ
る
こ
と
は
先
行
研
究
が
既
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
転

法
輪
紗
」
の
「
前
大
納
言
実
定
為
亡
室
堂
供
養
表
白
」
（
「
言
泉
集
」
に
そ
の
摘
句
あ
り
）
は
、
そ
の
周
関
忌
法
要
の
表
白
で
、
こ
れ
に
よ

る
と
匡
房
室
家
の
状
況
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
（
時
に
実
定
は
三
十
四
歳
）
。
長
文
で
あ
る
が
前
半
を
引
用
し
て
み
た
い
。
な
お
、

こ
の
周
関
忌
の
記
事
は
「
吉
記
」
承
安
四
年
八
月
二
十
四
日
条
に
「
今
日
前
大
納
言
〈
実
定
〉
、
室
家
周
忌
關
也
。
亡
者
厳
親
納
言
八
條

猪
隈
亭
中
建
二
一
間
四
面
小
堂
《
安
二
置
等
身
釈
迦
三
尊
一
被
供
養
也
。
依
二
彼
招
引
《
午
刻
行
向
、
未
斜
事
始
。
権
大
僧
都
澄
憲
為
二
導
師
一

〈
法
服
〉
、
題
名
僧
六
口
〈
着
宿
装
束
〉
、
蔵
人
五
位
二
人
〈
信
賢
、
範
実
〉
勤
堂
童
子
〈
衣
冠
〉
・
文
章
博
士
敦
周
朝
臣
草
二
願
文
《
左
宰

相
中
将
清
書
、
（
略
）
」
と
見
え
る
。
敦
周
の
願
文
そ
の
も
の
は
残
存
し
な
い
。

前
大
納
言
実
定
為
亡
室
堂
供
養
表
白
敬
白
云
、
信
心
大
施
主
特
進
前
亜
相
殿
下
、
抽
二
一
心
清
浄
之
丹
誠
《
凝
二
三
輪
相
応
之
白

業
《
建
二
立
一
宇
伽
藍
《
安
二
置
三
尊
形
像
《
手
自
害
二
写
金
字
紺
紙
妙
法
花
経
一
部
真
文
《
令
三
人
模
二
写
六
部
妙
典
《
備
二
香
花
一
堀
二

僧
侶
一
調
二
道
儀
一
展
二
斎
筵
圭
其
御
願
旨
趣
何
者
、
夫
悠
悠
生
死
之
堺
、
来
而
未
し
有
一
永
留
之
人
↓
冥
冥
孤
独
之
路
、
去
而
更
無
二
再

帰
之
魂
↓
是
以
、
螢
し
石
造
像
弥
迷
二
恋
慕
悲
哀
之
情
《
焼
し
香
反
し
魂
更
残
二
漂
砂
悠
揚
之
怨
↓
悉
是
古
今
之
常
憂
、
実
即
分
段
之
定

理
也
。
伏
惟
、
亡
室
幽
儀
納
言
鐘
愛
之
長
女
、
四
徳
六
行
之
賢
婦
也
。
窓
中
養
レ
艶
花
粧
楡
レ
媚
、
帳
外
秘
し
音
慧
心
自
問
。
忽
以
二
十

有
二
廻
之
藺
質
《
始
配
二
杭
侭
一
遂
送
二
廿
五
年
之
星
灰
《
屡
茂
二
子
葉
↓
合
歓
衾
下
、
偕
老
之
契
残
多
、
想
思
枕
上
、
同
心
之
交
未
し
半
。

豈
図
、
去
年
八
月
之
天
下
旬
九
日
之
夕
、
桑
弓
蓬
矢
之
慶
空
変
、
火
滅
風
散
之
悲
忽
至
。
訴
レ
天
天
命
不
し
能
し
延
、
祈
レ
仏
仏
力
不
レ
能

臆
測
の
検
証
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大江氏系図弁証一大江匡房の周辺一

及
。
旧
巣
覆
而
遣
卵
多
留
、
属
二
Ｐ
鳩
於
誰
人
↓
故
囲
荒
而
古
枕
猶
残
、
期
二
比
翼
於
何
処
↓
万
端
悲
緒
未
し
体
、
一
周
忌
景
忽
至
。

春
草
暮
秋
風
驚
、
猶
知
二
一
意
不
杉
改
。
暁
露
結
朝
霜
降
、
自
悟
二
万
物
無
戸
常
。
唯
須
下
絶
二
天
上
人
間
之
後
縁
↓
祈
中
西
方
上
品
之
前

途
上
思
食
者
也
。
依
し
之
、
就
二
幽
儀
先
考
之
旧
居
一
、
建
二
一
間
四
面
之
新
閣
↓
安
二
三
尊
於
今
日
一
蕩
一
念
於
昔
時
圭
其
故
者
、
此
処

則
旧
主
納
言
多
年
栖
息
之
地
、
亡
室
幽
儀
時
時
遊
戯
之
醐
也
。
（
以
下
略
）
（
歴
博
本
「
転
法
輪
紗
」
）

傍
線
部
に
は
明
ら
か
に
匡
房
の
願
文
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
覚
し
い
。
「
尊
卑
分
脈
」
に
は
師
長
女
所
生
の
公
綱
、
公
守
兄
弟
の
次

に
生
母
未
詳
の
公
広
を
釣
る
が
、
維
順
の
場
合
と
同
じ
状
況
で
あ
れ
ば
、
こ
の
公
広
こ
そ
が
師
長
（
外
な
ら
ぬ
維
順
が
家
司
を
勤
め
る
）

女
所
生
の
第
三
子
で
あ
り
、
彼
の
出
産
と
同
時
に
落
命
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
藤
原
実
兼
の
孫
に
当
た
る
澄
憲
ほ
ど
の
人
物
で
あ

れ
ば
、
維
順
の
出
生
の
事
情
を
知
ら
ぬ
筈
は
な
い
。

「
夕
霧
」
の
例
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
当
時
こ
の
様
な
事
例
は
さ
ほ
ど
希
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
（
「
言
泉
集
」
亡
妻
帖
に

「
産
婦
天
死
文
」
「
産
婦
往
生
文
」
等
が
あ
る
）
。
事
例
を
更
に
追
加
す
れ
ば
、
説
得
力
を
増
す
に
違
い
な
い
が
、
決
定
的
な
文
証
が
無
い

実
定
の
場
合
は
程
な
く
琵
琶
の
名
手
上
西
門
院
女
房
備
後
と
の
間
に
婚
姻
関
係
が
生
じ
、
公
継
（
安
元
元
年
誕
生
）
が
生
ま
れ
て
い
る

こ
と
中
村
文
氏
の
指
摘
が
あ
る
通
り
で
あ
る
（
「
後
白
河
院
周
辺
の
廷
臣
た
ち
」
『
後
白
河
院
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』
二
○
○
五
年
）
。
匡

房
が
家
女
房
や
妾
を
求
め
な
か
っ
た
と
の
断
定
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
先
に
検
討
し
た
曾
参
の
故
事
の
引
用
に
も
重
い
も
の
が

あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
広
房
、
有
元
、
家
保
ら
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
養
子
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
血
統
よ
り
も
能
力
を
重
視
し
て
家
業
を
養
子
制

度
に
委
ね
維
持
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。

こ
の
背
景
に
（
広
房
、
有
元
、
家
保
ら
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
）
、
重
代
の
菅
江
二
家
及
び
南
北
式
の
傍
系
藤
氏
の
い
ず
れ
か
に
属
さ
な

（
注
一
四
）

け
れ
ば
儒
業
を
遂
げ
難
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
匡
房
が
複
数
の
女
性
と
の
間
に
子
供
を
儲
け
な
か
っ
た
こ
と
を
消
極
的
な
が

「
産
婦
天
死
文
」
「
産
婦
往
生
文

の
で
所
詮
推
定
の
域
を
出
な
い
。
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史
料
が
存
在
し
な
い
以
上
、
考
証
そ
の
も
の
が
粗
略
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
願
文
の
背
景
に
あ
る
匡
房
の
家
族
関
係
を
以
上
の
如

く
解
き
明
か
し
、
肌
か
「
大
江
氏
系
図
」
の
史
料
批
判
を
試
み
た
。

ら
も
示
唆
し
て
い
よ
う
。

〔
注
〕

（
一
）
『
続
群
書
類
従
』
一
七
六
の
「
大
江
氏
系
図
」
。
こ
の
頼
豪
は
「
大
僧
都
有
験
高
僧
」
と
あ
れ
ば
、
「
平
家
物
語
」
の
頼
豪
鼠
説
話
の
主
、
園
城

寺
の
頼
豪
が
系
図
に
嵌
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
（
薩
摩
守
平
生
成
男
で
、
大
江
挙
周
の
養
子
と
な
っ
た
林
豪
と
の
混
同
も
あ
ろ
う
）
。

（
二
）
小
峯
和
明
氏
が
「
「
江
都
督
納
言
願
文
集
』
の
世
界
（
六
）
」
で
、
父
成
衡
の
作
善
願
文
（
施
主
母
）
と
し
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
（
『
院
政

期
文
学
論
』
二
○
○
六
年
所
収
）
。

（
三
）
鎌
倉
時
代
に
十
三
仏
事
が
定
着
す
る
ま
で
の
遠
忌
の
捉
え
方
に
は
難
し
い
も
の
が
あ
る
。
高
木
豊
氏
に
よ
れ
ば
周
忌
後
の
忌
日
を
遠
忌
と
汎
称

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
『
平
安
時
代
法
華
仏
教
史
研
究
』
一
九
七
三
年
）
。

（
四
）
槙
野
広
造
『
平
安
人
名
辞
典
長
保
二
年
』
（
一
九
九
三
年
）
を
、
そ
の
他
の
記
録
に
よ
り
補
う
。

（
五
）
現
存
す
る
匡
房
の
願
文
製
作
の
初
例
は
「
源
師
房
室
五
十
日
逆
修
願
文
」
で
、
廿
一
歳
の
折
の
も
の
で
あ
る
。

（
六
）
匡
房
の
妻
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
言
説
が
あ
る
。
『
能
勢
町
史
』
第
一
巻
（
二
○
○
一
年
）
に
は
「
西
山
地
蔵
院
文
書
」
の
「
西
倉
村
相
伝
系

図
」
を
引
き
「
こ
れ
は
長
町
荘
内
の
西
倉
村
に
関
す
る
相
伝
系
図
で
、
三
世
紀
の
大
江
匡
房
か
ら
一
四
世
紀
の
近
衛
局
に
至
る
継
承
関
係
が
記

さ
れ
る
。
ま
ず
最
初
に
、
後
三
条
・
白
河
・
堀
川
三
代
の
天
皇
の
侍
読
と
し
て
つ
か
え
た
大
江
匡
房
の
名
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
少
し
出
来
過
ぎ

の
感
も
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
先
述
の
よ
う
に
長
町
荘
自
体
が
後
に
後
円
融
天
皇
の
侍
読
菅
三
位
長
衡
の
所
領
と
し
て
、
西
山
地
蔵
院
に
寄

進
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
し
て
も
、
必
ず
し
も
不
自
然
と
は
い
え
な
い
。
現
に
川
口
久
雄
は
、
そ
の
著
『
大
江
匡
房
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六

八
年
）
で
、
こ
の
系
図
に
基
づ
き
、
大
江
匡
房
は
摂
津
国
長
町
荘
内
西
倉
村
に
領
地
を
も
っ
て
お
り
、
「
室
家
従
三
位
家
子
」
に
相
伝
さ
せ
て
い

た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
従
三
位
家
子
」
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
堀
河
天
皇
の
乳
母
「
帥
三
位
家
子
」
（
角
田
文
衛
「
日
本
の
女
子
名
』
上
）
、

す
な
わ
ち
太
宰
権
帥
大
江
匡
房
の
室
だ
っ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
と
す
る
と
能
勢
採
銅
所
の
預
Ⅱ
奉
行
の
職
を
世
襲
し
た
大
江
氏
（
通
称
野
間
氏
）

と
の
関
係
も
想
起
さ
れ
る
が
（
下
略
）
」
（
丹
生
谷
哲
一
氏
執
筆
）
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
「
江
都
督
納
言
願
文
集
」
の
５
１
側
「
帥
三
位
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大江氏系図弁証一大江匡房の周辺一

奉
為
堀
川
前
皇
千
日
講
供
養
願
文
」
に
見
る
如
く
帥
三
位
家
子
は
藤
原
家
範
妻
（
常
陸
介
家
房
女
で
、
常
陸
典
侍
、
帥
三
位
と
称
さ
れ
る
〈
「
讃

岐
典
侍
日
記
」
で
は
太
弐
三
位
と
呼
ば
れ
る
〉
白
河
院
の
寵
臣
大
膳
大
夫
藤
原
家
範
の
妻
と
な
り
、
修
理
大
夫
基
隆
、
出
雲
守
家
保
ら
を
生
む
と

と
も
に
、
善
仁
親
王
〈
堀
川
天
皇
〉
の
乳
母
と
な
り
、
承
徳
二
年
〈
一
○
九
八
〉
従
三
位
に
叙
さ
れ
る
）
の
こ
と
で
あ
り
、
賛
成
し
が
た
い
（
こ

の
系
図
は
疑
わ
し
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
）
。
高
名
な
歴
史
家
の
執
筆
さ
れ
た
も
の
だ
け
に
影
響
力
を
催
れ
敢
え
て
指
摘
し
て
お
く
。

（
七
）
隆
兼
も
「
本
朝
無
題
詩
」
巻
十
山
洞
「
温
泉
道
場
言
志
」
（
現
在
二
日
市
温
泉
付
近
の
武
蔵
寺
と
推
定
さ
れ
る
）
の
什
「
尋
地
適
伝
前
日
跡
、

懐
郷
暫
口
外
朝
塵
」
に
「
長
久
年
中
、
外
祖
於
此
地
賦
一
絶
。
康
和
年
中
、
予
亦
於
此
地
綴
六
韻
、
故
云
」
と
自
注
し
て
、
態
々
太
宰
権
帥
で
あ

っ
た
重
経
に
言
及
し
て
い
る
。
［
系
図
］
大
納
言
元
方
ｌ
中
納
言
懐
忠
ｌ
兵
部
卿
重
尹
ｌ
紀
伊
守
重
経
ｌ
匡
房
家
室
（
「
尊
卑
分
脈
」
で
は
懐
忠
ｌ

令
尹
ｌ
懐
尹
１
重
経
と
釣
る
が
、
肩
付
き
に
「
実
者
重
尹
子
」
と
注
し
て
い
る
）
。
因
み
に
匡
房
の
室
家
が
こ
こ
に
推
測
す
る
よ
う
に
重
経
女
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
岳
父
で
あ
る
紀
伊
入
道
重
経
は
「
多
武
峰
略
記
」
「
粉
河
寺
縁
起
」
に
依
っ
て
、
康
平
七
年
（
一
○
六
四
）
出
家
、
嘉
保

元
年
〈
一
○
九
四
〉
十
月
十
五
日
示
寂
し
た
こ
と
が
判
る
の
で
、
娘
の
没
後
も
猶
二
十
年
近
く
生
存
し
た
こ
と
に
な
る
。

（
八
）
記
録
語
と
し
て
日
記
に
頻
出
。
「
本
朝
文
粋
」
４
１
４
同
院
周
忌
御
願
文
［
後
江
相
公
］
「
堂
構
漸
久
、
荘
厳
未
詑
、
尽
丹
胄
於
一
心
之
中
、
成

粉
墨
於
期
年
之
内
」
な
ど
が
そ
の
用
例
。
「
続
本
朝
文
粋
」
に
は
用
例
な
し
。
「
江
都
督
納
言
願
文
集
」
に
は
「
暮
年
」
の
三
用
例
あ
る
も
、
「
期

年
」
の
語
な
し
。
こ
の
方
向
で
あ
れ
ば
、
室
家
は
匡
房
と
の
結
婚
の
一
年
後
に
出
産
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
私
達
は
必

然
的
に
維
順
の
生
母
で
あ
る
第
三
の
妻
捜
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

（
九
）
こ
の
一
節
は
「
言
泉
集
」
に
引
用
さ
れ
る
。
同
書
の
「
亡
室
告
別
以
来
、
隔
音
塵
於
黄
壌
、
濯
渡
雨
於
紅
團
、
才
非
漆
園
之
吏
、
撃
缶
何
為
、

悲
類
両
賓
之
禽
、
舞
鏡
元
益
、
〈
敦
光
〉
」
も
荘
子
の
故
事
。

（
一
○
）
匡
房
の
子
息
は
大
江
氏
の
系
図
に
よ
れ
ば
、
隆
兼
、
維
順
、
広
房
（
実
父
橘
以
綱
）
、
有
元
（
実
父
源
有
宗
）
の
四
名
が
知
ら
れ
る
の
み
で

あ
る
。
こ
れ
以
外
に
、
広
房
の
妻
と
な
っ
た
女
子
の
存
在
（
『
平
安
遺
文
』
一
七
六
一
）
、
及
び
藤
原
顕
季
の
息
男
で
白
河
烏
羽
院
近
臣
と
し
て
有

名
な
家
保
に
つ
い
て
、
「
中
右
記
」
永
久
二
年
一
月
五
日
条
に
よ
れ
ば
「
出
雲
前
司
家
保
」
が
治
国
の
賞
で
従
四
位
上
に
加
階
さ
れ
た
こ
と
を

「
是
故
匡
房
卿
依
為
養
子
」
の
故
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
荘
園
史
研
究
史
上
有
名
な
広
房
の
実
父
は
氏
長
者
で
学
館
院
別
当
で
も
あ
る
鎮
守

府
将
軍
以
綱
で
、
広
房
は
天
仁
元
年
（
二
○
八
）
信
濃
守
に
任
じ
ら
れ
た
後
、
天
永
二
年
（
一
二
一
）
十
一
月
に
本
姓
に
還
っ
て
い
る

（
「
平
安
遺
文
』
一
七
六
一
）
。
匡
房
の
母
も
橘
氏
で
あ
る
が
、
以
綱
と
孝
親
と
の
間
に
血
縁
関
係
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
姻
戚
関
係
等
は

一
切
不
明
で
あ
る
。
広
房
の
妻
は
系
図
上
に
は
現
れ
な
い
が
、
小
稿
の
文
脈
に
沿
え
ば
、
維
順
と
年
齢
の
接
近
し
た
同
腹
の
姉
と
推
定
さ
れ
る
。
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文
章
博
士
と
な
っ
た
有
元
も
為
平
親
王
の
曾
孫
陸
奥
守
有
宗
の
子
で
『
系
図
墓
要
』
に
よ
れ
ば
、
「
中
納
言
大
江
匡
房
卿
為
子
、
遂
儒
業
改
姓
大

江
、
後
復
本
氏
」
と
あ
る
通
り
だ
が
、
嘉
保
元
年
（
一
○
九
四
）
十
二
月
二
十
九
日
秀
才
の
宣
旨
を
蒙
り
、
承
徳
二
年
（
一
○
九
八
）
二
月
三
日

（
於
）

献
策
し
て
（
「
中
右
記
」
同
日
条
に
「
有
元
者
、
陸
奥
守
源
有
宗
朝
臣
長
男
、
江
中
納
言
養
為
し
子
也
、
冊
二
勤
学
之
聞
《
先
年
錐
し
給
二
学
問
料
《
口
二

文
章
一
者
不
レ
知
二
其
道
一
云
々
」
と
見
え
る
通
り
）
、
文
章
博
士
と
し
て
江
家
を
継
承
し
て
い
る
。
貴
族
社
会
於
け
る
養
子
制
度
に
つ
い
て
は
、
田

端
泰
子
「
古
代
・
中
世
の
養
子
と
「
家
」
」
（
『
日
本
中
世
女
性
史
』
一
九
九
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
一
二
維
順
の
名
は
「
江
談
抄
」
で
は
一
切
語
ら
れ
な
い
。
文
事
と
し
て
維
順
の
事
績
は
匡
房
の
死
後
州
年
も
経
ち
、
漸
く
現
れ
始
め
る
（
「
兵
範

記
」
に
よ
れ
ば
久
安
五
年
〈
二
四
九
〉
十
月
十
九
日
条
に
師
長
の
家
司
と
な
り
、
同
年
十
月
二
十
五
日
、
仁
平
三
年
〈
二
五
三
〉
三
月
一
日

忠
実
の
為
の
願
文
を
執
筆
し
た
こ
と
が
判
る
。
長
承
三
年
〈
二
三
四
〉
九
月
十
三
日
顕
輔
家
歌
合
に
も
加
わ
る
な
ど
詠
歌
の
才
も
あ
り
、
そ
の

資
質
は
千
載
集
歌
人
維
順
女
や
広
元
ら
に
受
け
継
が
れ
て
い
よ
う
。
「
大
納
言
実
行
堂
供
養
〈
保
延
七
年
六
月
〉
」
及
び
「
大
納
言
実
行
為
亡
室
」

の
二
篇
の
願
文
の
逸
文
が
「
言
泉
集
」
に
拾
わ
れ
る
。

（
一
二
）
こ
の
時
、
匡
時
は
「
散
位
」
で
あ
る
が
下
位
に
い
る
日
野
流
行
家
の
息
行
盛
は
、
「
永
昌
記
」
に
よ
れ
ば
勘
解
由
次
官
で
あ
る
。
後
に
有
元

と
同
時
期
の
文
章
博
士
と
な
る
。
「
後
拾
遺
往
生
伝
」
に
よ
れ
ば
長
承
三
年
〈
二
三
四
〉
“
（
又
は
舩
）
没
し
て
い
る
か
ら
、
維
順
よ
り
は
八

（
六
）
歳
年
長
で
あ
る
。
広
房
は
信
濃
守
で
あ
る
。

（
一
三
）
嘗
て
父
の
弟
子
で
あ
っ
た
源
師
時
（
奇
し
く
も
同
年
齢
）
の
元
を
訪
ね
て
次
の
よ
う
な
不
満
を
述
べ
て
い
る
（
こ
の
時
点
で
は
敦
光
が
存
命

で
第
二
位
の
耆
儒
で
あ
っ
た
。
推
定
通
り
な
ら
五
十
七
歳
で
、
「
已
過
五
十
」
と
言
う
は
不
審
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も
と
に
逆
算
し
て
い
く
と
彼

の
学
問
料
支
給
の
年
齢
が
下
が
り
、
匡
房
や
永
範
に
も
劣
ら
ぬ
早
熟
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
却
っ
て
撞
着
を
来
す
。
知
命
を
過
ぎ
て
の
意
と
解
釈

し
て
お
く
）
。
匡
衡
、
挙
周
、
匡
房
、
敦
光
、
永
範
、
顕
業
の
対
策
及
第
の
年
齢
は
、
各
羽
、
別
～
妬
、
岨
、
別
、
別
、
朋
歳
で
あ
る
。

○
長
承
二
年
（
二
三
三
）
六
月
廿
八
日
条
、
源
大
納
言
（
兄
師
頼
）
光
臨
給
、
被
語
云
、
去
比
自
公
家
被
尋
仰
云
、
左
大
弁
実
光
朝
臣
奏
、
公

家
之
耆
儒
預
判
、
是
常
事
也
。
兼
吏
部
参
議
又
預
問
、
実
光
依
不
兼
吏
部
、
不
可
預
判
。
而
案
事
心
、
不
預
参
議
之
判
者
、
依
不
可
着
本
省
、

而
兼
大
輔
之
参
議
着
之
、
参
議
不
可
着
省
者
、
錐
兼
大
輔
何
着
之
哉
。
者
錐
不
兼
大
輔
、
准
彼
例
着
省
欲
預
判
云
々
。
此
事
可
量
申
者
、
予
申

云
、
所
申
錐
非
無
其
理
、
先
例
無
所
見
、
許
否
間
可
任
勅
定
者
、
後
聞
、
錐
有
恩
許
議
、
遂
右
少
弁
顕
業
預
判
。
江
維
順
朝
臣
第
二
儒
士
也
。

而
不
預
判
、
錐
少
時
依
有
無
才
聞
歎
。
近
来
儒
士
不
可
及
彼
例
者
也
。

○
長
承
二
年
七
月
廿
一
日
条
、
源
大
納
源
来
給
、
相
続
江
維
順
朝
臣
入
来
、
（
略
）
江
博
士
云
、
身
儒
第
二
。
年
歯
已
過
五
十
、
而
為
子
申
学
問

－18－



大江氏系図弁証一大江匡房の周辺一

⑧ 依
拠
す
る
願
文
の
全
文
を
参
考
ま
で
に
か
か
げ
て
お
き
た
い
。

【
本
文
】

３
１
焔
↓
為
悲
母
四
十
九
日
（
２
願
文
）

（
漫
句
）
先
大
夫
人
七
々
忌
辰
、
：
奉
図
絵
極
楽
迎
接
曼
陀
羅
一
‐
鋪
、
奉
書
写
色
紙
妙
法
蓮
５
華
経
一
部
１
巻
、
‐
無
量
義
観
普
賢
阿
弥
陀
般
若
心
等
経

７
各
一
巻
、
（
傍
字
）
別
（
漫
句
）
奉
８
写
妙
法
蓮
９
華
経
六
部
四
十
八
巻
、
開
結
経
各
六
巻
。

（
発
句
）
蓋
、
（
長
句
）
当
中
有
光
陰
已
盈
之
剋
、
抽
南
無
精
誠
皿
固
極
之
志
也
。
（
長
句
）
即
ｕ
掃
多
年
之
禅
居
。
柳
展
一
日
之
斎
席
。

（
軽
隔
句
）
東
雛
菊
残
、
便
蝿
充
供
仏
之
色
。
丹
地
水
潔
、
自
為
施
僧
之
珍
。

（
発
句
）
嵯
呼
。
（
重
隔
句
）
往
日
三
喝
牲
之
養
、
少
及
庭
叫
閨
。
暮
年
数
行
之
涙
、
徒
満
鴫
杉
袖
。
（
雑
隔
句
）
昔
陥
老
莱
之
七
十
余
也
、
斑
衣
之
戯
未
罷
。
今
弟

子
之
五
十
七
也
、
Ⅳ
斬
線
之
色
欲
朽
。
（
雑
隔
句
）
平
日
念
仏
之
功
、
肥
一
茎
之
蓮
早
生
池
心
、
今
朝
講
経
之
力
、
千
葉
之
蓉
定
開
座
下
。
（
漫
句
）
三
宝
不
捨
、

誠
以
足
芙
。
（
軽
隔
句
）
再
会
何
日
、
鱒
歴
億
劫
而
難
知
。
”
三
問
幾
年
、
過
八
旬
而
長
隔
。
（
緊
句
）
念
々
之
悲
、
生
々
難
尽
。
（
傍
字
）
凡
（
平
隔
句
）
恨
之
所
遣
、

紙
墨
不
存
。
心
之
所
願
、
仏
経
是
飢
源
。

（
傍
字
）
乃
至
、
（
漫
句
）
法
界
衆
生
、
平
等
利
益
。
敬
白
。

躯
承
徳
元
年
十
一
月
二
十
八
日
。
弟
子
前
権
中
納
言
兼
太
宰
権
謁
帥
大
刎
江
朝
臣
敬
白
。

【
校
勘
】
歴
博
本
と
対
校
す
る
。

１
為
底
本
で
は
冒
頭
に
「
大
江
朝
臣
敬
白
」
の
六
字
が
あ
る
が
、
５
‐
皿
の
末
尾
と
見
て
位
置
を
正
す
。
２
願
文
底
本
園
、
私
に
補
う
。
３
奉

歴
博
本
胴
４
鋪
底
本
「
藷
」
、
歴
博
本
に
よ
る
。
５
華
底
本
「
花
」
６
無
底
本
「
元
」
７
各
底
本
園
、
歴
博
本
に
よ
り
補
う
。
８
写
底

本
「
烏
」
、
歴
博
本
に
よ
る
。
９
華
底
本
「
花
」
岨
岡
底
本
「
因
」
、
傍
訓
「
ナ
キ
」
、
及
び
歴
博
本
に
よ
る
。
ｕ
掃
底
本
「
払
」
、
歴
博
本
に
よ

料
無
恩
許
、
預
判
多
以
被
超
下
鵬
。
於
今
江
家
長
被
捨
道
事
也
。
近
来
居
儒
官
者
、
必
非
高
才
博
覧
人
。
怨
世
気
色
尤
甚
。
有
其
謂
。

（
一
四
）
文
章
博
士
の
世
襲
化
及
び
官
司
請
負
制
化
に
つ
い
て
は
、
桃
裕
行
「
古
代
末
期
の
大
学
ｌ
文
章
生
歴
名
帳
の
検
討
」
『
著
作
集
二
上
代
学

制
論
孜
」
（
一
九
九
三
年
）
、
久
木
幸
男
「
古
代
末
Ⅱ
王
朝
国
家
体
制
期
の
大
学
寮
」
『
日
本
古
代
学
校
の
研
究
』
（
一
九
九
○
年
）
が
あ
る
。
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経
是
れ
葱
ま
む
。

【
訓
読
】

悲
母
の
四
十
九
日
の
為
（
の
願
文
）

（
作
善
）
先
の
一
大
夫
人
の
七
々
忌
辰
に
、
二
極
楽
迎
接
曼
陀
羅
一
鋪
を
図
絵
し
、
色
紙
妙
法
蓮
華
経
一
部
八
巻
、
無
量
義
、
観
普
賢
、
阿
弥
陀
、
般
若

心
等
各
一
巻
を
書
写
し
奉
り
、
別
し
て
妙
法
蓮
華
経
三
六
部
四
十
八
巻
、
開
結
各
六
巻
を
写
し
奉
る
。

き
さ
み

（
供
養
）
蓋
し
、
中
有
の
光
陰
已
に
盈
る
［
之
］
剋
に
当
り
、
南
無
の
精
誠
極
り
目
き
［
之
］
志
を
抽
く
な
り
［
也
］
。
即
ち
四
多
年
の
［
之
］
禅
居
を

掃
ひ
、
肌
か
に
一
日
の
［
之
］
斎
席
を
展
ぶ
。

あ

た
か
ら

（
景
気
句
）
五
束
難
に
菊
残
れ
り
、
便
ち
供
仏
の
［
之
］
色
に
充
っ
。
六
丹
地
に
水
潔
し
、
自
ら
施
僧
の
［
之
］
珍
と
為
す
。

し
ば
ら

（
聖
霊
追
慕
）
嵯
呼
。
往
日
七
三
牲
の
［
之
］
養
、
少
く
庭
閏
に
及
ぶ
も
、
暮
年
数
行
の
［
之
］
涙
、
徒
に
八
杉
袖
に
満
て
り
。
昔
、
九
老
莱
の
［
之
］
七

サ
ム
サ
イ

十
余
な
る
［
也
］
、
斑
衣
の
［
之
］
戯
、
未
だ
罷
ま
《
未
》
り
き
。
今
、
弟
子
の
［
之
］
五
十
七
な
る
［
也
］
、
’
○
斬
績
の
［
之
］
色
朽
ち
な
ん
と
欲
す
〔

は
な
ぶ
さ

平
日
念
仏
の
［
之
］
功
、
一
茎
の
［
之
］
蓮
、
早
く
池
心
に
生
じ
、
今
朝
講
経
の
［
之
］
力
、
千
葉
の
［
之
］
雲
、
定
め
て
座
下
に
開
く
ら
ん
。
三
宝

い
く
ば
く

捨
て
た
ま
は
不
れ
ば
、
誠
に
以
て
足
り
な
ん
［
美
］
。
再
会
何
れ
の
日
ぞ
、
億
劫
を
歴
と
も
［
而
］
知
り
難
し
。
’
一
三
問
幾
の
年
ぞ
、
’
二
八
旬
を
過
ぎ

て
［
而
］
長
く
隔
た
れ
り
。
念
々
の
［
之
］
悲
し
び
、
生
々
尽
き
難
し
。
凡
そ
一
三
恨
み
の
［
之
］
遣
る
所
、
紙
墨
存
せ
不
・
心
の
［
之
］
願
ふ
所
、
仏

る
。
岨
充
平
泉
は
「
宛
」
に
翻
刻
す
る
も
、
底
本
・
歴
博
本
「
充
」
過
牲
底
本
「
性
」
、
歴
博
本
に
よ
る
。
ｕ
閨
底
本
「
園
」
、
歴
博
本
「
哀

哉
三
牲
養
少
得
及
庭
閨
〈
孝
養
事
也
〉
惜
哉
菖
鐘
粟
多
用
飽
妻
児
〈
文
集
二
〉
」
の
欄
眉
注
が
あ
る
。
阻
杉
袖
歴
博
本
「
素
衣
也
」
の
傍
注
あ
り
。

陥
老
菜
歴
博
本
「
人
名
」
の
傍
注
あ
り
。
Ⅳ
斬
績
歴
博
本
「
素
服
也
」
の
傍
注
あ
り
。
肥
一
底
本
「
二
」
、
歴
博
本
に
よ
る
。
岨
歴
底
本

「
暦
」
、
歴
博
本
に
よ
る
。
加
三
問
歴
博
本
「
寝
間
問
事
也
孝
養
」
の
傍
注
あ
り
。
皿
葱
底
本
・
歴
博
本
「
徳
」
犯
承
徳
元
歴
博
本
「
永
長
二
」

と
傍
注
あ
り
。
羽
帥
底
本
「
師
」
、
歴
博
本
に
よ
る
。
別
江
朝
臣
底
本
「
大
臣
」
、
歴
博
本
に
よ
る
。

（
廻
向
句
）
乃
至
、
法
界
衆
生
、
平
等
利
益
。
敬
ひ
て
白
す
。

（
年
付
日
付
位
署
書
）
’
四
承
徳
元
年
十
一
月
、
弟
子
前
権
中
納
言
兼
太
宰
権
帥
大
江
の
朝
臣
。
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⑧蓮
台
。

【
本
文
】

｜
母
堂
が
先
考
の
為
の
修
善
願
文

お
の
お
の

（
作
善
内
容
）
先
考
尊
霊
の
二
遠
忌
の
斎
筵
に
、
妙
法
蓮
花
経
一
部
八
巻
、
開
結
経
等
各
一
巻
を
書
き
写
し
奉
る
。

（
聖
霊
平
生
）
抑
も
、
尊
霊
、
外
に
は
三
風
月
を
嗜
み
、
内
に
は
仏
法
に
帰
し
奉
り
き
。
其
の
後
世
を
思
ふ
に
、
定
め
て
浄
刹
に
到
り
た
ま
ふ
ら
む
。

い
よ
い
よ

（
供
養
因
縁
）
然
れ
ど
も
［
而
］
、
慈
悲
の
［
之
］
恩
は
劫
を
歴
て
も
報
い
難
く
、
恋
慕
の
［
之
］
涙
は
年
を
逐
い
弥
新
た
な
り
。
冊
り
て
、
手
づ
か

と
ぶ
ら

ら
此
の
難
解
難
入
の
［
之
］
花
偶
を
写
し
、
恭
く
も
彼
の
上
品
上
生
の
［
之
］
蓮
台
を
訪
ひ
た
て
ま
つ
る
。

（
作
善
内
容
）
又
別
し
て
四
阿
弥
陀
五
仏
一
鋪
を
図
絵
し
奉
り
、
五
心
地
観
経
一
部
八
巻
を
書
き
写
し
た
て
ま
つ
る
。

【
訓
読
】

【
校
勘
】
高
次
批
判
に
よ
る
。

１
考
底
本
「
老
」
に
誤
る

め
る
。
４
之
底
本
国
、
》

５
１
蝿
母
堂
為
先
１
考
修
善
願
文

（
漫
句
）
？
先
考
尊
霊
遠
忌
斎
筵
、
奉
書
写
妙
法
蓮
花
経
一
部
八
巻
、
開
結
経
等
各
一
巻
。

（
傍
字
）
抑
、
尊
霊
、
（
緊
句
）
外
嗜
風
月
、
内
帰
仏
法
。
（
緊
句
）
思
其
後
世
、
定
到
浄
刹
。

（
傍
字
）
然
而
、
（
平
隔
句
）
慈
悲
之
恩
、
歴
劫
難
報
、
恋
慕
之
涙
、
，
遂
年
弥
新
。
（
傍
字
）
価
、
（
長
句
）
手
写
此
難
解
難
入
之
花
偶
、
恭
訪
彼
上
品
上
生
之

（
発
句
）
又
別
、
（
長
句
）
奉
図
絵
阿
弥
陀
五
仏
一
鋪
、
書
写
心
地
観
経
一
部
八
巻
。

（
漫
句
）
弟
子
、
（
雑
隔
句
）
禅
林
送
老
、
錐
迫
七
旬
之
残
文
、
満
月
鑿
望
、
将
出
五
障
之
暗
雲
。
（
漫
句
）
今
講
演
之
次
、
敬
以
供
養
。

（
長
句
）
唯
願
円
鏡
之
尊
、
照
見
匪
石
之
心
。
（
発
句
）
況
亦
、
（
雑
隔
句
）
邪
山
春
暖
、
皆
開
七
覚
４
之
花
、
苦
海
秋
澄
、
悉
変
八
功
之
水
。
敬
白
。

（
年
付
日
付
）
寛
治
二
年
六
月
廿
二
日
。
弟
子
比
丘
尼
。

底
本
「
老
」
に
誤
る
。
意
に
よ
り
改
め
る
。
２
先
考
こ
の
字
上
に
恐
ら
く
は
「
於
」
脱
か
。
３
逐
底
本
「
遂
」
に
誤
る
。
意
に
よ
り
改

４
之
底
本
国
、
対
句
構
成
上
か
ら
補
う
。
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（
発
句
）
方
今
、
（
長
句
）
万
々
之
愁
緒
未
断
、
七
崎
七
之
忌
辰
欲
満
。
（
傍
字
）
価
、
（
漫
句
）
奉
為
頓
証
菩
提
、
奉
造
立
皆
金
色
三
尺
阿
弥
陀
如
来
像
一
躯
。

奉
書
写
色
紙
妙
法
蓮
華
経
一
部
八
面
巻
、
肥
無
聰
量
義
観
測
普
賢
阿
創
弥
陀
転
女
鰹
成
仏
般
若
鯛
心
鯉
等
経
各
一
巻
。
（
傍
字
）
別
、
（
漫
句
）
奉
書
写
妙
法
蛎
蓮
華
経

六
鯛
部
四
十
八
巻
、
開
”
結
経
各
六
巻
。
（
漫
句
）
即
排
燕
寝
、
供
養
演
説
。

（
漫
句
）
所
生
錫
惠
業
、
併
資
幽
霊
。
（
緊
句
）
病
中
鰯
落
錺
、
生
帥
前
出
家
、
（
軽
隔
句
）
合
掌
副
華
開
、
戒
香
自
菫
其
裏
。
双
鬘
煙
善
、
Ｆ
羅
已
躯
粁
其
身
。

（
発
句
）
定
知
、
（
長
句
）
離
五
障
五
衰
之
塵
路
、
羽
赴
上
品
上
生
之
蓮
胎
。

（
漫
句
）
功
徳
之
余
。
普
及
幽
顕
。
敬
白
。

（
年
付
日
付
位
署
書
）
承
保
四
年
六
月
廿
四
日
。
弟
子
正
四
位
下
行
美
作
守
兼
東
宮
鋤
学
士
大
江
弱
朝
臣
。

視
聴
所
触
、
喝
涕
泗
無
従
。

光
。
量
隔
句
）

長
８
赴
黄
壌
。

◎
（
願
意
）
弟
子
、
六
禅
林
に
老
い
を
送
り
、
七
七
旬
の
［
之
］
残
文
に
迫
る
と
雛
も
、
八
満
月
に
望
み
を
繋
げ
、
将
に
九
五
障
の
暗
雲
を
出
で
む
と
《
将
》
。

つ
い
で

今
一
○
講
演
の
［
之
］
次
に
、
敬
ひ
て
以
て
供
養
す
。
唯
し
願
は
く
は
、
一
一
円
鏡
の
［
之
］
尊
、
’
二
匪
石
の
［
之
］
心
を
照
見
し
た
ま
へ
。

（
廻
向
句
）
況
や
亦
、
’
三
邪
山
春
暖
か
に
し
て
、
皆
一
四
七
覚
の
花
を
開
き
、
’
五
苦
海
秋
澄
み
て
、
悉
く
に
一
六
八
功
の
［
之
］
水
と
変
ぜ
む
。
敬
ひ
て
白

【
本
文
】

６
１
１
！
（
美
作
守
匡
房
）
為
亡
室
四
十
九
日
願
文

（
漫
句
）
弟
子
２
某
敬
白
。
（
軽
隔
句
）
車
形
之
郷
、
未
免
生
死
之
理
。
輪
廻
之
境
、
必
逢
離
別
之
悲
。
（
漫
句
）
働
芙
之
中
、
猶
有
難
忍
。

（
発
句
）
伏
惟
、
幽
霊
、
（
長
句
）
出
自
累
葉
槐
鰊
之
地
、
長
子
繁
華
情
英
之
家
。
（
軽
隔
句
）
藺
猷
惟
馨
、
，
緯
樹
之
露
葱
色
。
玉
徳
４
無
砧
、
§
羅
山
之
月
讓

光
。
（
重
隔
句
）
松
茂
栢
６
悦
之
契
、
篠
盈
暮
７
年
、
桑
弧
蓬
矢
之
期
、
漸
待
旬
月
。
（
傍
字
）
而
（
長
句
）
自
界
之
縁
暗
尽
、
他
方
之
別
忽
催
。
（
漫
句
）
去
十
七
日
、

す
○

（
漫
句
）
弟
子
、
（
軽
隔
句
）
身
非
９
荘
生
、
不
能
叩
盆
而
歌
。
材
異
曾
子
、
共
隔
合
加
雪
之
義
。
（
雑
隔
句
）
泣
而
又
泣
、
濯
涙
於
北
皿
芒
之
月
。
歎
而
岨
更
歎
、

蝿
蛸
魂
側
於
白
楊
之
風
。
（
雑
隔
句
）
鶯
鏡
徒
拠
、
平
生
之
旧
容
何
在
。
鴛
衾
空
委
、
往
日
之
余
香
猶
遣
。
（
漫
句
）

（
年
付
日
付
）
｜
七
寛
治
二
年
六
月
廿
二
日
。
弟
子
比
丘
尼
。
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樹
の
国

矢
の
画

に
赴
く
。

【
校
勘
】
歴
博
本
、
及
び
一
部
を
「
言
泉
集
」
亡
妻
帖
に
拠
っ
て
対
校
す
る
。

１
美
作
守
匡
房
底
本
園
、
目
次
に
よ
り
補
う
。
２
某
歴
博
本
「
乙
」
３
絲
樹
歴
博
本
「
胄
琴
□
ロ
ィ
ロ
コ
ノ
ミ
ロ
ロ
ロ
也
」
の
傍
注
あ
り
。

４
無
砧
歴
博
本
圃
５
羅
山
歴
博
本
「
□
口
所
居
也
」
の
傍
注
あ
り
。
６
悦
底
本
欄
外
に
墨
訂
。
７
年
歴
博
本
圃
８
赴
底
本
「
起
」

を
ミ
セ
ケ
チ
に
し
欄
外
に
訂
正
。
９
荘
生
歴
博
本
「
庄
子
妻
二
後
テ
打
盆
ス
ル
事
也
」
の
傍
注
あ
り
。
帥
雪
底
本
「
壷
」
傍
訓
「
キ
ン
」
、
歴
博

本
・
言
泉
集
に
よ
る
。
Ⅲ
芒
歴
博
本
「
荒
」
岨
更
歴
博
本
行
間
補
入
。
昭
錆
魂
歴
博
本
圃

皿
於
底
本
園
、
歴
博
本
に
よ
り
補
う
。
姐
涕
泗
歴
博
本
「
ナ
、
、
、
夕
也
」
の
傍
注
あ
り
。
陥
七
底
本
こ
の
字
下
「
七
之
忌
辰
欲
満
。
価
奉
為
頓

証
菩
提
、
奉
造
立
皆
金
色
」
の
十
九
字
園
、
歴
博
本
に
よ
り
補
う
。
Ⅳ
巻
歴
博
本
「
と
肥
無
歴
博
本
「
元
」
岨
量
義
歴
博
本
「
と
別

普
賢
歴
博
本
「
と
別
弥
陀
歴
博
本
国
〃
成
仏
歴
博
本
「
と
邪
心
歴
博
本
「
と
別
等
底
本
国
、
歴
博
本
に
よ
り
補
う
。
妬
蓮

華
経
歴
博
本
で
壁
と
恥
部
四
十
八
巻
歴
博
本
圃
師
結
歴
博
本
国
朋
恵
業
歴
博
本
国
朗
落
底
本
墨
滅
訂
正
。
帥
前
出
家
合
掌

花
開
戒
香
自
薫
其
裏
双
髪
煙
こ
の
十
六
字
歴
博
本
は
行
間
補
入
。
別
華
歴
博
本
「
花
」
魂
粁
其
歴
博
本
圃
、
傍
訓
「
マ
ッ
ハ
レ
リ
」
。
詔
赴

底
本
「
起
」
、
歴
博
本
に
よ
る
。
糾
学
底
本
「
覚
」
と
耆
き
欄
外
に
訂
正
。
妬
朝
臣
底
本
園
、
歴
博
本
に
よ
り
補
う
。

【
訓
読
】

ほ
と
ぎ

（
聖
霊
追
慕
）
弟
子
、
身
は
二
荘
生
に
非
ざ
れ
ば
、
盆
を
叩
き
て

を
隔
て
む
。
泣
き
て
［
而
］
又
泣
く
、
涙
を
［
於
］
’
四
北
芒
の

６
１
１
（
美
作
守
匡
房
が
）
亡
室
の
四
十
九
日
の
為
の
願
文

こ
と
わ

（
無
常
句
）
弟
子
某
、
敬
ひ
て
白
す
。
｜
車
形
の
［
之
］
郷
、
未
だ
生
死
の
［
之
］
理
り
を
免
れ
《
未
》
。
二
輪
廻
の
［
之
］
境
、
必
ず
離
別
の
［
之
］
悲

ほ
ほ

し
び
に
逢
ふ
。
働
突
の
［
之
］
中
、
猶
し
忍
び
難
き
も
の
有
り
。

か
ぐ
は

（
聖
霊
平
生
逝
去
之
様
）
伏
し
て
惟
み
る
便
幽
霊
、
三
累
葉
槐
鰊
の
［
之
］
地
自
り
出
で
、
［
子
］
繁
華
渭
英
の
［
之
］
家
に
長
ず
。
四
閏
猷
惟
れ
馨
し
、
五
緯

か
け
た
る
と
こ
ろ

樹
の
［
之
］
露
も
色
を
慾
ぢ
、
玉
徳
砧
無
し
、
六
羅
山
の
［
之
］
月
も
光
を
譲
る
。
七
松
茂
栢
悦
の
［
之
］
契
り
、
繕
に
暮
年
に
盈
ち
、
八
桑
弧
蓬

ひ
そ

と
こ
し
な
へ

矢
の
［
之
］
期
、
漸
く
旬
月
を
待
つ
。
而
し
て
九
自
界
の
［
之
］
縁
暗
か
に
尽
き
、
’
○
他
方
の
［
之
］
別
れ
忽
に
催
す
。
去
ぬ
る
十
七
日
、
長
に
黄
壌

戸戸

之而
一一

カ
ブ
キ
ン

歌
ふ
こ
と
能
は
不
○
材
は
一
二
曾
子
に
異
な
れ
ど
も
、
共
に
一
三
合
雪
の
［
之
］
義

月
に
濯
ぐ
。
歎
き
て
［
而
］
更
に
歎
く
、
魂
を
［
於
］
’
四
白
楊
の
［
之
］
風
に
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お
ほ
ん
た
め

（
作
善
）
方
に
今
、
万
々
の
［
之
］
愁
緒
未
だ
断
え
《
未
》
る
に
、
七
七
の
［
之
］
忌
辰
満
た
む
と
欲
ふ
。
価
り
て
頓
証
菩
提
の
奉
為
、
皆
金
色
三
尺

お
の
お
の

阿
弥
陀
如
来
像
一
躯
を
造
り
立
て
奉
り
、
色
紙
妙
法
蓮
華
経
一
部
八
巻
、
無
量
義
、
観
普
賢
、
阿
弥
陀
、
転
女
成
仏
、
般
若
心
等
経
、
各
一
巻
を
書

お
の
お
の

お
し
ひ
ら

き
写
し
奉
る
。
別
し
て
、
妙
法
蓮
華
経
六
部
四
十
八
巻
、
開
結
経
各
六
巻
を
書
き
写
し
奉
る
。
即
ち
一
七
燕
寝
を
排
き
、
供
養
演
説
す
。

・
つ
↑
ワ

（
願
意
）
生
む
所
の
恵
業
、
併
し
な
が
ら
幽
霊
を
資
け
む
。
病
中
の
落
錺
、
生
前
の
出
家
、
合
掌
の
華
開
け
、
戒
香
自
ら
其
の
裏
に
薫
る
。
’
八
双
鬘
の

け
ぶ

ま
つ

煙
り
雪
れ
、
’
九
Ｐ
羅
已
に
其
の
身
に
好
ふ
。
定
め
て
知
り
い
、
二
。
五
障
五
衰
の
［
之
］
塵
路
を
離
れ
、
上
品
上
生
の
［
之
］
蓮
胎
に
赴
か
む
こ
と
を
。

（
廻
向
句
）
功
徳
の
［
之
］
余
り
、
普
く
一
二
幽
顕
に
及
ば
さ
む
。
敬
ひ
て
白
す
。

（
年
付
日
付
位
署
書
）
承
保
四
年
六
月
廿
四
日
。
弟
子
正
四
位
の
下
行
、
美
作
守
兼
東
宮
学
士
大
江
の
朝
臣

蛸
っ
。
’
五
鶯
鏡
徒
ら
に
拠
一

涕
泗
従
は
ざ
る
こ
と
無
し
。

い
づ
く

す

一
五
鶯
鏡
徒
ら
に
拠
ち
、
平
生
の
［
之
］
旧
容
何
に
か
在
ら
む
。
鶯
衾
空
し
く
委
っ
、
往
日
の
［
之
］
余
香
猶
し
遣
れ
り
。
視
聴
天
触
る
る
所
、
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